
  障害者福祉医療費助成制度のご案内   

 

この制度は、重度心身障害者・中度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ること

を目的に保険診療の*自己負担分を助成する制度です。 

この制度は他公費優先制度です。*他の公費が使える場合は必ずそちらを使っていた

だき、残ったご本人自己負担分を市が負担します。 

 

【 対象となる方 】 

◎ 重度心身障害者 

・ 身体障害者手帳の１級又は２級を取得している人 

・ 療育手帳のＡ１又はＡ２を取得している人 

・ １８歳未満の児童で、身体障害者手帳の３級又は４級を取得しており、療育手帳のＢ

１を取得している人 

 

《所得制限》 

○ ６５歳未満の人と、６５歳以上で平成１５年１０月１日以前に障害となった人は、所

得制限はありません 

○ ６５歳以上で、平成１５年１０月１日以降、新たに障害となった人は住民税非課税世

帯の人 

 

◎ 中度心身障害者 

・ 身体障害者手帳の３級を取得している人 

・ 療育手帳のＢ１又はＢ２を取得している人 

 

《所得制限》 

○ ６５歳未満は世帯の総所得額が２００万円以下の人 

○ ６５歳以上は住民税非課税世帯の人 

 

※ 所得税制限対象者は、毎年見直し（有効期間 7月 1日～翌年 6月 30日）がありま

す。却下になった方でも、毎年６月に申請をすることができます。  

※ 重度心身障害者のうち65歳未満で対象になった方は5年に一度の自動更新があり

ます。 

※ 年度途中で、所得が変更、または世帯員の異動があった場合には担当へお問い合わ

せください。 

 

手続きに 

必要なもの 

・加入している健康保険の内容がわかるもの 

（資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証連携のマイナンバーカード等） 

・身体障害者手帳又は療育手帳 

 

《問い合わせ先》 香南市福祉事務所 社会福祉係 電話 0887-５７-８５０９ 


